
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

      平成２６年１１月１２日 製品安全課 
商品名等 
（電気用品名等） 弁当販売用冷凍用のショーケース 

 
１ 当該商品等の概要 
 
○用途、機能、性能 
当該製品は、一般的な冷凍用のショーケースに引戸ロック機構、電子決済機能等

を付加し、ショーケース内に冷凍保存された弁当を社内食堂等で販売するためのも

のである。 

上部前面に備えられた購入ボタンを押した後、電子マネータッチ部にカードを触

れ、電子決済をすることで引戸のロックが解除される。購入者は手動で引戸を開き、

内部にある商品を取り出す。商品を取り出した後に引戸を閉じると、引戸は自動的

にロックされる。 

 
○構造、仕様、意匠 
製品下部には、全閉型圧縮用電動機、凝縮器、凝縮器用ファンモーター、機械式

自動温度調節器等を配置し、製品上部の電装箱に引戸ロックソレノイド、電子マネ

ー処理部、引戸開閉センサー等を有する。 
 

寸 法（ｍｍ）：９００（Ｗ） × ７２７（Ｄ） × ８８６（Ｈ） 

定     格：１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、 １５３Ｗ／１５８Ｗ 

 
○主な使用者、販売先 
社内食堂等 

 
 
２ 対象・非対象の解釈 
 
特定電気用品中、電動力応用機械器具の「自動販売機」として取り扱う。 

 
（理由） 
当該製品は、一般的な冷凍用のショーケースに引戸ロック機構、電子決済機能等

を付加したものであるが、電子決済が完了した時点で引戸のロックが自動的に解除

されるものである。購入者が自ら扉を開けて商品を取り出す構造の菓子等の自動販

売機と同様に、物品を自動的に販売するものと捉え、「自動販売機」として取り扱

うことが妥当と判断する。 
 

 


